
■垂水市発注工事の入札参加資格者は以下の条件があります。  

 

◎垂水市建設工事指名競争入札の参加資格審査及び指名基準等に関する要綱 

（入札参加資格等） 

第２条 入札参加資格者は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対

し、法の別表に規定する建設工事の種類ごとに認めるものとする。 

(１) 法第２条第３項に規定する建設業者であること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に該当しないものであるこ

と。 

(３) 法第27条の23第１項に規定する経営事項審査を受けた者であること。 

(４) 資格審査を申請する建設工事について、次条の審査基準日から直前２年間に工事実績を

有する者であること。 

 

◎建設業法 

（経営事項審査） 

第 27条の 23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請

け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項につ

いて審査を受けなければならない。 

 

◎建設業法 

（建設業の許可） 

第３条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、２以上の

都道府県の区域内に営業所（本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。）

を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を

設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受け

なければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、こ

の限りでない。 

１ 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの 

２ 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件

の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額（その工事に係る下請契約が２以上

あるときは、下請代金の額の総額）が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しよう

とするもの 

 

◎建設業法施行令 

（法第３条第１項 ただし書の軽微な建設工事）  

第１条の２ 法第３条第１項 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請

負代金の額が五百万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円）に満たな

い工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事と

する。 

 

◎建設業の社会保険等未加入対策 

 社会保険等（「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金」）に加入していること。（適用除外者を除く） 


